
事 業 名 称 むかわ町の空き家活用推進のための公民連携体制の構築・機能強化事業 

事業主体 名 むかわ町空き家活用ネットワーク 

連 携 先 
むかわ町役場、地元 NPO、宅建業者、住宅検査会社、司法書士、税理士、弁
護士、まちづくりコンサルタント 

対 象 地 域 北海道むかわ町 

事 業 概 要 

・空き家等建物に係る相談に対応する地元人材の育成、地元民間組織による相

談体制の整備に取り組む。 

・地元民間組織、町役場、むかわ町空き家活用ネットワークの公民連携による

空き家対策実施体制整備を目指す。 

事業の特 徴 

・地元で空き家等の相談に対応する人材育成のため、住宅相談員研修会を開催 

・空き家利活用等の実施体制構築に向けたアンケート調査・ヒアリングの実施 

・空き家所有者に対する、町内及び町外空き家相談会を実施 

・空き家の改修シミュレーションを展示する、空き家オープンハウスを実施 

・空き家情報更新、及び情報一元管理のため、空き家情報データベースを構築 

成 果 

・町内空き家現地調査の実施 

・空き家情報データベースの構築 

・空き家所有者の特定（町役場連携） 

・空き家等利活用アンケートの実施 

・町内連携機関ヒアリングの実施 

・空き家等管理受託事業のモデル検討 

・空き家オープンハウスＷＥＢ展示場の公開 

・住宅相談員研修会の開催 

・専用ホームページの運営 

・空き家相談ホットラインの運営 

・空き家相談会の実施（町内２箇所、札幌、東京） 

・国補助事業採択団体連携によるＷＥＢセミナー＆相談会の実施 

成果の公表方法 ・事業専用ホームページ（http://www.home-info.jp/index.html） 

 

１．事業の背景と目的 

専業の不動産事業者が所在しない自治体（道内 179自治体の 70.9％に相当）の一つであるむかわ

町においては、福祉施設等入所予定者や町への移住・定住希望者等を対象とした住宅情報提供窓口

が未整備である。また、定期的な空き家相談会の開催は、放置された空き家の解消に一定の効果が

あるが、空き家が放置される前に空き家やその所有者等の情報を効率的に収集することが課題とな

っていることから、常設の空き家相談窓口の整備が望まれている。さらに、空き家所有者の約半数

が町外在住者であり、空き家の適正管理が大きな負担となっていることから、町内民間組織による

空き家等管理受託業務の事業化が望まれている。これらの課題に対応するため、地元人材に対する

住宅相談員研修を通じた地元人材による住宅相談ワンストップサービス提供体制の整備を進める

とともに、地元民間組織、むかわ町役場、むかわ町空き家活用ネットワーク（町外専門家組織）の

連携による空き家の発生抑制、適正管理、流通促進に取り組む公民連携実施体制の整備・機能強化

を図る。 

令和元年度に実施した空き家全数踏査で抽出した空き家について、令和２年度の現地調査を実施

するとともに、役場が保有する情報から新規空き家を確認する必要がある。また、令和元年度に実

施した空き家トリアージについても、空き家チェックリストの情報から自動的に判別でき、空き家

http://www.home-info.jp/index.html


の現地調査結果によりトリアージ判定も連動する仕組みが必要である。これらの課題に対応するた

め、空き家情報の更新及び一元管理を可能とする空き家情報データベースを構築し、空き家相談対

応や空き家情報提供、空き家の利活用促進等の効率的、効果的展開の実現を図る。 

 

図１ むかわ町の現況、取組体系、むかわ町空き家活用ネットワークについて 

 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

交付決定（令和２年７月３１日）から事業終了（令和３年２月２６日）までの間の事業の内容と

スケジュールについて、表１に示す。 

表１ 事業の内容とスケジュール 

取組内容 具体的内容（小項目） 
令和２年度 備 

考 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

1）相談員や専門

家の研修・育成 

①住宅相談員研修会          

②既存住宅改修事例研修会          

2）地域の専門家

等との連携体制

の構築 

①町内連携機関ヒアリング          

②住宅相談ワンストップサービス         継続 

3）相談事務の実

施 

①町民住宅相談会          

②町外空き家所有者相談会          

③ＷＥＢセミナー＆相談会          

4）取組の取りま

とめ・公表 
①専用ホームページの継続・運営         継続 

5）その他の取組 ①空き家等利活用アンケート調査          

②空き家オープンハウス（ＷＥＢ展示）                                                                                                                                                                                                        

③空き家等管理受託事業のモデル検討等          

④空き家情報データベースの構築等         運用 

⑤空き家相談ホットライン         継続 

⑥むかわ町空き家活用連絡会議         継続 

※コロナ感染症拡大に伴い中止 



（２）事業の取組詳細 

１）相談員や専門家の研修・育成 

町内の空き家所有者だけではなく、今後、福祉施設等への入所や転居・転出等を予定している町

民の住宅に関する相談に対応する住宅相談員養成のため、地元人材を対象に「住宅相談員研修会」

を開催した。「住宅相談員」は、相談者と専門家を繋ぐ人材であり、相談事項の解決のために必要

な情報の整理確認を補助し、相談内容に応じた専門家のへの橋渡しを担うことを想定している。研

修会講師は、（株）シー・アイ・エス計画研究所が担当し、研修資料は、令和元年度空き家対策の

担い手強化・連携モデル事業の成果物「空き家相談票」を活用した。 

「既存住宅改修事例研修会」は、地元建設事業者を対象として、むかわ町内の空き家を実例とし

たインスペクションの実地研修、及び札幌市内で性能向上リフォームを多数手掛ける工務店のリフ

ォーム工事現場における実地研修を予定した。 

 

２）地域の専門家等との連携体制の構築 

むかわ町内の空き家について、幅広い民間組織の関心や関与、参画を得るため、「町内連携期間

ヒアリング」を実施した。なお、ヒアリングの前段階として、町内に事業所等を有する法人や個人

事業主、町内の賃貸物件オーナーを対象とした「空き家等利活用アンケート調査」を実施し、ヒア

リングへの協力を呼びかけた。 

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ヒアリングは書面郵送による一次ヒアリングと、対

面及びＺｏｏｍによる二次ヒアリングに分けて実施した。 

空き家所有者やその相続予定者、福祉施設等への入所や転居・転出等を予定している町民、空き

家等を探している移住･定住者等の各種相談に対応するため、「住宅相談ワンストップサービス」の

連携実施体制について検討･整備を進めた。検討にあたり、「空き家等利活用アンケート調査」を通

じた町内事業者の関心等を把握し、ヒアリングにてサービス提供事業への参画可能性を聴取した。 

 

３）相談事務の実施 

不特定多数が参集する形での「空き家相談会」の開催はコロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら実施不可能であるため、Ｚｏｏｍを利用したオンライン相談会や、事前申込・完全予約制による

相談会など、令和元年度実施時の自由来場形式の相談会とは異なる開催形式を模索した。 

令和元年度の所有者特定では、建物の固定資産税台帳のみを照合したが、所有者不明の空き家が

33％（98件）にも達したことから、今年度は土地の固定資産税台帳の照合も併せて行い、所有者特

定の改善を試みた。具体的には、むかわ町空き家活用ネットワークにて空き家現地調査を実施し、

更新した空き家位置写真帳を町役場に提供することにより固定資産税台帳との照合、所有者特定を

実施した。こうして特定した空き家所有者に対して、空き家位置写真帳を同封して相談会案内・申

込書を郵送した。 

令和２年 11月 21日開催の東京相談会は、空き家対策や消費者相談に係る国土交通省補助事業の

採択を受けた日本住宅ストック流通協議会メンバー（むかわ町空き家活用ネットワーク、（特非）

住環境デザイン協会、（一社）岡山住まいと暮らしの相談センター、（一社）ハウスサポート、（一

社）ＴＯＫＹＯ住まいと暮らし）の共催・協力により実施した。首都圏在住者が地方に所有する空

き家について相談を受け付け、首都圏の相談会会場と地方の事業主体（採択団体）とをオンライン

で繋ぐことで相談会を実施したが、今後の課題として、具体的に相談を申し込む動機付けとなる取

組みの必要性についての課題提起があった。日本住宅ストック流通協議会メンバー間で協議した結

果、行政区域外に居住する空き家所有者の相談や、ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた空



き家相談の新しい形態として、オンライン、ＷＥＢ環境での情報提供や相談対応の必要性が今後高

まることが予想されるとの共通の見解を得たため、各団体の特徴ある空き家対策等の取組みについ

て話題提供するＷＥＢ空き家セミナーを企画・実施した。具体的には、午前がＷＥＢセミナー、午

後からＷＥＢ相談会（第２回東京相談会）という二部構成のイベントとした。 

令和３年２月６日開催の札幌相談会は、本事業の対象地域であるむかわ町の他、地域での空き家

対策の取り組みを始めた中頓別町にも声掛けして実施した。 

 

４）取組の取りまとめ・公表 

令和元年 12月に開設した「専用ホームページ」を通じて、相談会案内の他、成果公表を行った。 

 

５）その他の取組 

むかわ町内の空き家について、幅広い民間組織の関心や関与を得るため、町内に事業所等を有す

る法人や個人事業主、町内の賃貸物件オーナーを対象とした「空き家等利活用アンケート調査」を

実施し、空き家に関係するビジネスへの関心や空き家を活用することへの関心等についての考えや

取組み状況を調査した。また、アンケート調査を通じて、町内の空き家の活用や維持管理に係るビ

ジネス構築に資するヒアリング調査への協力を求めた。 

むかわ町における空き家の利活用を促進するため、実際の空き家を利用したインスペクション、

改修シミュレーション、改修費用の見積作成、及び改修イメージＣＧ作成を行い、これらの結果に

ついて当該空き家を会場とした「空き家オープンハウス」を企画した。しかし、新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う北海道庁の集中対策期間発令（11/17～）を受け、空き家（戸建住宅）を会場と

するオープンハウスの開催は断念した。代替措置として、計画通りに実施したインスペクションの

様子やその結果、改修シミュレーションの見積やＣＧについて、「空き家オープンハウスＷＥＢ展

示場」として専用ホームページ上で公開することとした。 

むかわ町の人口や世帯数、産業構造から見ると、住宅の住み替え需要は旺盛ではない。しかし、

移住・定住希望者や、無店舗化した集落部から市街地への住替え希望者等が多少なりとも存在する

ことが確認されている。また、空き家所有者の約半数は町外に在住しており、適正な維持管理の履

行に負担を感じている実態も明らかとなっている。このような、空き家に関する小さなニーズを拾

い上げ、町内連携機関ヒアリングによる対話を通じて「空き家等管理受託事業」のモデル検討を実

施したほか、本年度事業終了時点までに町内事業者から協力が得られた事業分野を整理した「むか

わ町空き家ビジネスマップ」を作成した。 

公民連携による空き家対策を実施する上で、空き家の所在地、位置情報、種類、状態等の情報を

共有し、かつ、その情報を定期的に更新することが重要である。空き家情報は、テキストデータだ

けでなく、写真や地図といった多様な電子データから構成され、年度毎の状態やその変化、経緯等

を適宜記録できる必要があることから、データベースによる管理が望ましい。このことから、令和

元年度に実施した空き家全数踏査結果の更新、及び新規空き家現地調査結果を統合的に収録し、次

年度以降の更新にも耐えうる「空き家情報データベース」を構築した。 

ＷＥＢ（Ｚｏｏｍ）や対面の「空き家相談会」、町役場総務企画課危機対策グループによる「住

宅相談ワンストップサービス」に加えて、令和元年度に開設した本取組の「専用ホームページ」に

おいて、今年度も「空き家相談ホットライン（電話＆電子メール）」の設置を継続している。相談

対応は、昨年度に引き続き、むかわ町空き家活用ネットワーク事務局にて実施することとした。 

「むかわ町空き家対策連絡会議」については、北海道庁によるコロナウイルス感染症集中対策期

間の発令のため、必要に応じてオンライン開催の対応を執ることとした。 



（３）成果 

１）相談員や専門家の研修・育成 

「住宅相談員研修会」は、令和３年２月 11, 13 日のむかわ町内空き家相談会開催に際して実施

した。各日とも役場職員が受講し、研修会後の「空き家相談会」において相談員として対応した。

開催概要を表２、研修会の様子を写真１, ２に示す。 

 

表２ 住宅相談員研修会の開催 

 開催日 会場 参加者 

令和３年 ２月 11日（木・祝） 産業会館 役場職員 1名 

 ２月 13日（土） 穂別町民センター 役場職員 1名 

 

写真１ 研修会（2/11）の様子         写真２ 研修会（2/13）の様子 

  

 

当初予定した「既存住宅改修事例研修会」は、地元建設事業者を対象として、むかわ町内の空き

家を実例としたインスペクションの実地研修、及び札幌市内で性能向上リフォームを多数手掛ける

工務店のリフォーム工事現場における実地研修を予定していた。しかし、北海道においては、令和

２年 10月 28日に新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「集中対策期間」が設定され、同 11

月 27日には札幌市を対象に「道独自の警戒ステージ４相当の強い措置」を講じることとなり、「感

染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急の往来を控える」との要請がなされた。 

当該研修会は、実在の戸建住宅における実地研修であり、「密閉された屋内において、人との距

離が充分に保たれない長時間の会合」となることが避けられず、やむを得ず中止することとした。 

 

２）地域の専門家等との連携体制の構築 

「町内連携機関ヒアリング」は、町内事業者を対象とした「空き家利活用アンケート調査」によ

るスクリーニングを経て対象事業者の絞り込みを行った。ヒアリングの実施プロセスを図２、一次

ヒアリング調査シートを図３、二次ヒアリング対象事業者の概要を表３に示す（アンケート調査に

ついては、「５）その他の取組み」に詳述する）。 

ヒアリングを通じて、「住宅相談ワンストップサービス窓口」の担い手となる事業者は見当たら

なかったが、空き家の扱いに困っている顧客や空き家を改修して賃貸しようとするオーナーに対し

て「むかわ町空き家バンク」を紹介することで協力したいという意見（北央信用組合鵡川支店）や、

空き家所有者からの依頼があれば敷地の草刈りや枝払い、空き家に残された不用家財の処分等を請



け負ってもよいという意見（むかわ町シルバー人材センター）があった。また、移住者の視点とし

て住宅取得をどのように考えるか、周辺自治体と比べたむかわ町の強みや弱み等についての意見も

いただいた（むかわのジビエ）。今後の公民連携体制構築にあたっては、役割や予算建てについて

説明が無ければ検討のしようが無いとの厳しい意見もいただいた（合同会社エムディノ）。 

 

図２ 町内連携機関ヒアリングの実施プロセス 

 

図３ 一次ヒアリング調査シート 

 

表３ 町内連携機関ヒアリング実施概要 

 実施日 対象事業者[業種等] 事業者概要 

令
和
３
年 

１月 27 日

（水） 

合同会社エムディノ 

［サービス］ 

「地域の価値」を事業として創造し、持続可能なまちづくりと

地域経済の発展を担う地域商社。2020 年４月設立 

 むかわのジビエ 

［食品加工］ 

むかわ町でとれたエゾシカ肉を加工・販売。代表は、むかわ町

への移住者 

１月 29 日

（金） 

北央信用組合鵡川支店 

［金融］ 

従前より、町内顧客から空き家相談に対応している。2/17にも、

追加ヒアリングを実施した 

２月 17 日

（水） 

むかわ町シルバー人材センター 

［サービス］ 

従前より、家庭の草刈りや枝払い、不用家財処分等の仕事を請

け負っている 

 



「住宅相談ワンストップサービス」については、当初、ＮＰＯ法人や、地域商社をサービス提供

窓口として整備することを想定したが、各事業所に職員等が常駐しているわけではなく、また、既

往の事業や取組みと共通する部分がないため窓口整備の理解を得るに至らなかった。そのため、む

かわ町の空き家対策担当窓口である町役場総務企画課危機対策グループを「住宅相談ワンストップ

サービス窓口」とすることとした。なお、町役場総務企画課危機対策グループは、以前より、「む

かわ町空き家バンク」を担当している。 

 

３）相談事務の実施 

「空き家相談会」の開催概要を表４に示す。また、「空き家相談会」の周知文書（チラシ）を図

４～７、町ＳＮＳを通じた情報発信を図８、日本住宅ストック流通協議会ＨＰによる相談会（東京

会場）開催報告を図９、相談会（札幌会場、むかわ町内２会場）開催状況を写真３～６に示す。 

むかわ町では、町が特定した空き家所有者に対してのみ空き家相談会の案内を送付していること、

空き家所有者の多数は高齢者と想定されることから、東京会場やオンライン相談の実績が０組とな

ったと推察している。一方、札幌会場の相談実績はむかわ町に関して３組であり、昨年度の５組と

ほぼ同等の反応であった。また、むかわ町内２会場（２日程）の相談実績は合計で１２組に達し、

昨年度実績２会場（３日程）合計３組と比べて大幅な増加であった。 

苫小牧会場については、令和元年度の空き家所有者特定作業結果から、苫小牧市内に居住する空

き家所有者数が多い傾向が明らかであったため、会場設定を予定した。しかし、新型コロナウイル

ス感染症対策が可能な会場設定が難しく、やむを得ず断念した。 

このような状況から、時代の変化に応じた相談会の開催形式を模索することは当然としながらも、

基本的な姿勢として相談会の継続性は極めて重要であると思われる。むかわ町というひとつの自治

体の問題としてではなく、空き家問題の解決を図るための取組として考えた場合に、町外の所有者

を対象とした相談会や、オンライン相談会の開催といった取組みは有効であり、これを含めて、継

続することの意義は大きいと実感している。 

 

表４ 空き家相談会の開催概要 

 開催日 会場 周知方法 申込み 相談者(組) 備考 

令和

２年 

11 月 21 日（土） 

11:00～16:30 

東京交通会館 

（東京都千代田区） 

所有者宛て

郵送通知 

全体：３１ 

むかわ：０ 

全体：１６ 

むかわ：０ 

日本住宅ストック流通協議会メ

ンバーによる合同開催 

申込み後の辞退：１５組 

→時間調整不調、コロナ蔓延等

のため 

令和

３年 

１月 23日（土） 

13:00～16:00 

ＷＥＢ相談会 

（Zoom利用） 

所有者宛て

郵送通知 

全体：２ 

むかわ：０ 

全体：２ 

むかわ：０ 

日本住宅ストック流通協議会メ

ンバーによる合同開催 

同日午前の「ＷＥＢセミナー」と

の二部構成 

２月６日（土） 

11:00～17:00 

ＮＫエルムビル 

（札幌市北区） 

所有者宛て

郵送通知 

全体：１０ 

むかわ：６ 

全体：７ 

むかわ：３ 

北海道中頓別町との合同開催 

申込み後の辞退：３組 

→2/15 振替、体調不良のため 

２月 11日（木・祝） 

11:00～17:00 

産業会館 

（町内鵡川地区） 

所有者宛て

郵送通知、 

及び町 SNS 

７ ６ 申込み後の辞退：１組 

 →勘違いのため 

２月 15日（土） 

11:00～16:00 

穂別町民センター 

（町内穂別地区） 

所有者宛て

郵送通知、 

及び町 SNS 

７ ６ 申込み後の辞退：１組 

 →熟考のうえ相談したいため 

※当初予定した苫小牧市内での相談会については、感染症対策可能な会場設定が難しいため中止した。 



図４ 空き家相談会の周知（11/21 東京）      図５ 空き家相談会の周知（1/23 東京） 

   

 

図６ 空き家相談会の周知（2/6 札幌）       図７ 空き家相談会の周知（2/11,13 町内） 

  



図８ 空き家相談会の周知（町ＳＮＳ）     図９ 開催報告（日本住宅ｽﾄｯｸ流通協議会） 

      
 

写真３ 相談会開催状況（11/21 東京(online)）  写真４ 相談会開催状況（2/6 札幌） 

       

 

写真５ 相談会開催状況（2/11 町内鵡川）    写真６ 相談会開催状況（2/13 町内穂別） 

    



令和３年１月 23 日開催の「ＷＥＢセミナー」について、実施概要を表５、開催プログラムを表

６に示す。セミナーは、（一社）ＴＯＫＹＯ住まいと暮らしが事務局として事前申込みの受付、申

込者へのＺｏｏｍ招待案内通知、当日の司会進行、及びオンライン配信を実施した。むかわ町空き

家活用ネットワーク他、各団体は、表６に示す表題の話題提供を担当し、セミナー開催後に視聴者

からの質問に回答した（Ｚｏｏｍのチャット機能で事務局が質問受付し、各団体からの回答聴取の

うえ事後回答とした）。 
 

表５ ＷＥＢセミナーの実施概要 

 開催日 会場 周知方法 視聴数 備考 

令和

３年 

１月 23日（土） 

10:00～11:30 

ＷＥＢセミナー 

（Zoom利用） 

所有者宛て 

郵送通知 ４４ 

日本住宅ストック流通協議会メンバーによる

合同開催 

同日午後の「ＷＥＢ相談会」との二部構成 

 

表６ ＷＥＢセミナープログラム 

イベント名： “どうする空き家！？”空き家問題を考えるＷＥＢセミナー 

プログラム： １，「空き家問題について」 

  （一社）岡山住まいと暮らしの相談センター 理事・事務局長  石田 信治 

２，「むかわ町空き家オープンハウスについて」 

   むかわ町空き家活用ネットワーク 代表  服部 倫史 

３，「故郷の空き家相談会における相談事例および当協会の取組みについて」 

  （特非）住環境デザイン協会 一級建築士  金堀 健一 

４，「ＤＩＹ賃貸について」 

  （一社）ハウスサポート 代表理事  松塚 龍一 

 ※午後より、各団体によるＷＥＢ空き家相談会を開催 

共催： むかわ町空き家活用ネットワーク、（特非）住環境デザイン協会、（一社）岡山住まいと暮らしの

相談センター、（一社）ハウスサポート、日本住宅ストック流通協議会 

協力（事務局）： （一社）ＴＯＫＹＯ住まいと暮らし 

 

４）取組の取りまとめ・公表 

令和元年 12 月に開設した専用ホームページを図 10 に示す（http://www.home-info.jp/index.html）。

また、専用ホームページの定量的成果目標に対する達成度評価を表７に示す。 
 

図 10 専用ホームページ 

 

http://www.home-info.jp/index.html


表７ 専用ホームページの定量的成果目標に対する達成度評価 

指標 令和元年度実績値 目標値 達成値 評価等 

アクセス数 
－ 

※解析していない 
期間総数：200 
月平均：30 

期間総数：261 
月平均：37.3 

・目標値を達成した 
・Google アナリティクス利用 
・解析期間：R02/8/6～R03/2/26（７ヶ月） 

町民住宅相談会相
談件数 

３ ６ １２ ・目標値を達成した 

道内他自治体から
の問い合わせ数 

１ ２ ３ ・目標値を達成した 

 

５）その他の取組 

「空き家等利活用アンケート調査」の実施概要を表８、「空き家等利活用アンケート調査票」を

図 11、「空き家等利活用アンケート調査結果」を図 12（１）, （２）に示す。 

アンケート結果を見ると、空き家等との関わりについて「顧客や取引先から、事業や住むために

空き家等を探していることの相談を受けることがある（26.2％）」、との回答が筆頭となっており、

町内においても潜在的に空き家に対する需要があることがわかった。また、空き家等に関する困り

事として「空き家等に限らず、町内の不動産情報を一元的に扱うサービスや組織がない（18.3％）」

ことが挙がっており、情報の集約化が課題となっていることがわかった。 

 

表８ 空き家等利活用アンケート調査の実施概要 

調査対象 ・電話帳及びインターネットで住所特定できた、むかわ町内の法人、個人事業主 

・町役場で住所把握しているアパート等の個人オーナー 

配布･回収方法 ・郵送配布及び郵送回収 

調査期間 ・令和２年１０月９日（金）～２６日（月） 

配布数･回収数 ・配布数：４１５票  ※有効配布数：４０２票（13 票は宛先人に到達しなかった） 

・回収数：１２６票  ※回収率：３１．３％（有効配布数に対する回収率） 

 

図 11 空き家等利活用アンケート調査票 

 



図 12 空き家等利活用アンケート調査結果（１） 

 



図 12 空き家等利活用アンケート調査結果（２） 

 



「空き家オープンハウス」に係る取組経緯を表９、空き家オープンハウスの準備段階で実施した

「北海道住宅検査人による空き家状況調査」の概要を図 13、専用ホームページにおける「空き家オ

ープンハウスＷＥＢ展示場」を図 14に示す。 

 

表９ 空き家オープンハウスの取組経緯 

 日付 取組内容 

令和２年 10 月 22 日（木） 町内空き家現地調査により、対象空き家の抽出 

 11 月４日（水） 調査結果に基づく「空き家位置写真帳」の作成。役場への照会 

 11 月９日（月） 対象空き家所有者の特定 

役場を通じて「空き家オープンハウス」への協力打診、応諾 

 11 月 12（木） 対象空き家の登記確認 →建物未登記、図面無しと判明 

 11 月 20 日（金） 対象空き家の採寸、図面起こし 

 12 月８日（火） 対象空き家の状況調査（協力：ＩＮＤＩ株式会社（北海道住宅検査人）） 

 12 月 16 日（水） 対象空き家の不動産査定依頼（協力：株式会社札都） 

 12 月 22 日（火） 対象空き家のリフォームプラン作成 

 12 月 23 日（水） 対象空き家のリフォーム工事見積依頼（協力：株式会社札都） 

令和３年 １月 23 日（土） ＷＥＢセミナーにおいて、「空き家オープンハウス」の事例紹介 

 ２月 19 日（金） 「空き家オープンハウスＷＥＢ展示場」の公開 

 

図 13 北海道住宅検査人による空き家状況調査の概要 

 



図 14 専用ホームページにおける「空き家オープンハウスＷＥＢ展示場」 

 

 

むかわ町シルバー人材センターに対するヒアリングを通じて、同センターで提供可能な空き家関

連サービスを聞き取り、「空き家等管理受託事業」のモデル化を行った。提供可能サービスメニュ

ーと内容、価格帯について表 10 に示す。なお、令和３年度からの実施を想定しているが、実施に

際しては、詳細検討及び再調整が必要であるため、下表は本年度の検討資料によるのものである。 

 

表 10 空き家等管理受託事業のメニュー、内容及び価格帯（検討資料） 

メニュー 内容 価格帯 

空き家の見廻り ・原則年１回、空き家及び敷地の状況を目視確認し、破損や問

題の有無について報告書（写真付き）を送付 

・確認項目は、以下を想定 

家屋：屋根、外壁、窓等の破損、など 

敷地：草木繁茂、ゴミ等不法投棄、など 

・シルバー人材センターで対応可能な破損や問題については、

報告書に見積書を添付 

２，５００      

～３，０００円／回 

災害時の空き家状況確認 ・上記「空き家見廻り」のオプションとして受付 

・むかわ町内で所定の災害（地震、暴風等）が発生した場合、

概ね１週間以内に状況確認し、問題が生じていれば緊急連絡

する 

１，０００円／年間 

草刈り ・上記「空き家見廻り」の結果、敷地の雑草繁茂が著しい等の

場合に見積書を添付 

※作業範囲に応じる 

枝払い ・上記「空き家見廻り」の結果、隣地や道路等との境界におい

て樹木等の枝葉越境が著しい場合に見積書を添付 

※作業範囲に応じる 

不用家財等処分 ・空き家を売却、賃貸、解体等する場合に、不用家財等一式を

分別、運搬、処分する 

・作業は、依頼者の立ち会いが必要 

※処分量に応じる 

 

 

 

 

 



前記「空き家等管理受託事業」のほか、ヒアリングを通じて協力が得られた空き家に係る事業分

野について整理した「むかわ町空き家ビジネスマップ」を図 15 に示す。協力表明のあった事業者

はまだ少なく、町内で提供可能なサービスメニューは限られている。また、空き家バンクの登録数

及び成約数は令和元年度の取り組み開始以降順調に増えているが、潜在需要はまだ大きいと考えら

れることから、「空き家需要の見える化」が必要と思われる。このような次年度以降に向けた課題

及び解決の方向性については、図中に【むかわ町における空き家対策推進のための提言】として記

載した。 

 

図 15 むかわ町空き家ビジネスマップ 

 

 

「空き家情報データベース」構築のため、①令和元年度全数踏査により抽出した空き家の現地調

査、及び②今年度新たに発生した空き家の現地調査を実施した。現地調査①については、継続して

空き家状態であるか、空き家の状態に変化があるか等について確認し、情報更新した。また、現地

調査②については、町役場が保有する各種データから空き家である可能性が高い建物住所情報を開

示して貰い、その住所地の建物について空き家か否かの調査を実施した。この調査方式の導入によ

り、令和元年度に実施した「空き家全数踏査」よりも作業が効率化される見込みであったが、結果

としては、確認すべき空き家を絞り込んだとしても空き家間の移動距離を短縮・時短化することは

困難であり、効率化は実現しなかった。現地調査の効率化は、次年度以降改善すべき点である。 

調査・収集した空き家情報について、構築した「空き家情報データベース」に情報登録した。「空

き家情報データベース」の概要を図 16に示す。また、「空き家情報データベース」登録情報に基づ

いて、令和元年度及び今年度の「空き家トリアージ結果比較」を図 17、「空き家所有者等の分布比

較」を図 18に示す。 

 



図 16 空き家情報データベースの概要 

 
 

図 17 空き家トリアージ結果比較（令和元年度及び令和２年度比較） 

 
 

図 18 空き家所有者等の分布比較（令和元年度及び令和２年度比較） 

 



令和元年度に開設した本取組の「専用ホームページ」において、今年度も「空き家相談ホットラ

イン（電話＆電子メール）」の設置を継続し、むかわ町空き家活用ネットワーク事務局にて相談対

応を実施することとしたが、今年度は「空き家相談ホットライン」を通じた相談等は０件であった。 

「むかわ町空き家対策連絡会議」については、事業実施期間中に連絡調整を要する事項が発生し

なかったため開催しなかったが、「空き家オープンハウス」の取組みの中で、「北海道住宅検査人に

よる空き家状況調査」を実施したことについて報告した。北海道独自の既存住宅に係る取組として

実施されている「北海道住宅検査人制度」について、利活用に資する空き家の状況調査という新た

な活躍の場が見いだされた。 

 

 

３．評価と課題 

１）相談員や専門家の研修・育成 

①住宅相談員研修会 

研修会を通じて、専門家との相談に際して必要となる情報の有無や登記等状況の確認といった、

事前整理のポイントについてレクチャーした。次年度以降は、相談者と研修会受講者が対面し、専

門家はＺｏｏｍで相談対応、又は書面等での相談対応が可能になると想定される。 

 

２）地域の専門家等との連携体制の構築 

①町内連携機関ヒアリング 

ヒアリングを通じて、むかわ町シルバー人材センターや北央信用組合鵡川支店から、空き家に係

る事業への協力が得られたが、引き続き、町内の他事業分野からの協力を得られるよう、ヒアリン

グを通じた理解醸成を図るとともに、提供可能な空き家関連サービスの充実を図る必要がある。 

 

②住宅相談ワンストップサービス 

当初は、民間事業者による実現可能性を検討したが、結果として、「むかわ町空き家バンク」を

担当している町役場総務企画課危機対策グループを「住宅相談ワンストップサービス窓口」とする

こととなった。町役場は、現状、空き家情報が最も集積する場所であり、妥当な判断と考えられる。 

 

３）相談事務の実施 

①町民住宅相談会 

令和元年度と比べて、町内空き家相談会への参加申込み及び参加者が増加した。コロナウイルス

感染症拡大のため、相談会の開催形式は変更したものの、昨年度に引き続いての相談会実施であっ

たため、空き家所有者の中には、空き家を今後どうすべきか考え直す動きが出てきたものと思われ

る。なお、相談会申込みが増えた一方、昨年度は無かった役場に対する苦情電話が今年度は７件あ

ったと報告を受けた。「相談会申込み」も「苦情電話」も、「空き家所有者の反応」であり、反応が

あることは取組み継続の成果と考えられることから、取組みの継続は重要であると再認識した。 

 

②町外空き家所有者相談会 

苫小牧会場の設定が中止となったが、札幌会場は中頓別町の相談を含めると予定した相談枠数６

枠を上回る７組の相談に対応した。東京相談会のむかわ町相談件数は０組であったが、むかわ町の

場合空き家所有者の約半数が町外に在住しており、町外空き家相談会を効率的・効果的に開催可能

な合同開催の手法は有効な取組みと考えられる。 



③ＷＥＢセミナー＆相談会 

今回新たに試行したＷＥＢセミナーは、ＷＥＢ相談会ともに、今後の空き家問題啓発や遠隔地か

らの相談受付等の観点から、重要性は増してくると考えられる。また、空き家の問題は多岐にわた

ることから、各団体がコンテンツ（話題や取組み）を持ち寄ってセミナーを開催することは、空き

家所有者の広い関心を集めるためにも有意義な取組みと考えられる。 

 

４）取組の取りまとめ・公表 

①専用ホームページの継続･運営 

目標としたアクセス数等の指標はすべて達成した。引き続きアクセス数の増加のためのコンテン

ツ充実や、更新頻度の向上等を検討したい。 

 

５）その他の取組 

①空き家等利活用アンケート調査 

アンケート調査により、町内には潜在的に空き家利活用ニーズがあるものの、その相談先が無い

ため顕在化しない可能性が示唆された。今後、「空き家需要の見える化」の取組みが必要である。 

 

②空き家オープンハウス 

空き家を安心して取引したい、リフォームして快適に住みたいという需要に対して、「北海道住

宅検査人による空き家状況調査」は有効な手立てと考えられる。「空き家オープンハウスＷＥＢ展

示場」の公開から日が浅いため、ホームページアクセス等の反応が確認できないが、空き家の利活

用を進める上で、このような提案型ビジネスモデルの有効性について検討の継続が必要である。 

 

③空き家等管理受託事業のモデル検討 

むかわ町シルバー人材センターに対するヒアリングにより、「空き家等管理受託業務」について

次年度以降の実施内諾が得られたことは大変有意義な成果である。このサービス提供が実現するこ

とにより、町外在住の空き家所有者に対しても空き家の適正な維持管理を求めることが可能となる

ほか、実際に業務を請け負うことで、小さなビジネスが動き出すと思われる。 

 

④空き家情報データベースの構築 

空き家現地調査を通じてデータベースを整備した。現地調査の効率化について、次年度以降改善

が望まれる。一方、データベース整備により空き家情報の公民連携・相互利用が容易になることか

ら、空き家の利活用場面での活用に向けて公民連携体制の中での運用ルール制定の必要がある。 

 

⑤空き家相談ホットライン 

事業期間中の「空き家相談ホットライン」を通じた相談受付は０件であったが、「空き家相談会」

や「住宅相談ワンストップサービス窓口」だけでなく、電話や電子メールで相談を受け付ける機能

は今後も継続が必要である。今年度までは、むかわ町空き家活用ネットワークを受付先としたが、

今後、「住宅相談ワンストップサービス窓口」を担う町役場総務企画課危機対策グループ等への受

付先変更について検討が必要と思われる。 

 

⑥むかわ町空き家活用連絡会議 

引き続き、北海道庁との連携を通じて、本取組み成果の道内他自治体への水平展開を図りたい。 



４．今後の展開 

（１）継続する取組 

本年度の取組のうち、来年度も継続を予定している取組は以下の通りである。 

・空き家現地調査の実施、及び空き家情報データベースの更新 

・空き家相談会・セミナーの開催 

・住宅相談ワンストップサービス窓口の運営 

・空き家相談ホットラインの運営・移管の検討 

・空き家等管理受託事業の広報・運営 

・専用ホームページの運営 

・むかわ町空き家活用連絡会議の継続、及び北海道内他自治体への事業成果水平展開 

空き家所有者との多様な繋がり・接点を確保する取組を継続することにより、空き家の適正な維

持管理、空き家バンクを通じた利活用の推進について啓発する。また、専用ホームページやむかわ

町空き家活用連絡会議を通じて、事業成果の水平展開を図りたい。 

 

（２）新規の取組 

本年度の取組成果を発展させるため、来年度は以下の取組を予定している。 

・空き家現地調査効率化の検討 

・空き家となる可能性がある建物等（空き家予備軍）の把握方法の検討 

・空き家需要の見える化に資する空き家バンク機能強化の検討 

・（仮称）むかわ町空き家活用協議会の組成 

・空き家関連サービスの充実 

・相続登記義務化を見据えた情報提供の検討 

効率的に空き家や空き家予備軍を把握し、適正な維持管理状態のうちに利活用へ繋がるよう、空

き家需要との積極的なマッチングを可能とする取組みの具体化に向けた検討を進める。また、相続

登記義務化の流れにあることから、空き家の適正な維持管理の要請と併せた情報提供等について検

討を進める。 
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代表者名 むかわ町空き家活用ネットワーク事務局 服部倫史 

連絡先担当者名 服部、堀田 

連絡先 
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